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⼯事担任者の⼯事範囲と主な⼯事例について

資格種類 工 事 範 囲 ※ 主な⼯事例＜主な機種＞

ＡＩ第１種

アナログ伝送路設備（アナログ信号を⼊出⼒とする電気通信回線設備をいう。

以下同じ。）に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末

設備等を接続するための工事

・屋内配線ケーブルの加工、保安器への接続やモジュラージャックへの接続工事

・ケーブル加工やコネクタ結線を要する機器配線工事

＜ＰＢＸ＞

ＡＩ第２種

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための⼯事（端末設備等に収容される電

気通信回線の数が五十以下であつて内線の数が二百以下のものに限る。）

及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事（総合デジタル通信

回線の数が毎秒六⼗四キロビット換算で五⼗以下のものに限る。）

・屋内配線ケーブルの加工、保安器への接続やモジュラージャックへの接続工事

・ケーブル加工やコネクタ結線を要するビジネスホンやホームテレホン主装置と電話機間の

機器配線工事

＜ビジネスホン、ホームテレホン＞

ＡＩ第３種

アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための⼯事（端末設備に収容される電気通

信回線の数が一のものに限る。）及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続する

ための工事（総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで一のものに限る。）

・屋内配線ケーブルの加工、保安器への接続やモジュラージャックへの接続工事

・ケーブル加工やコネクタ結線を要するINSネット64のDSUと電話機間の機器配線工事

＜単体電話、ホームＦＡＸ＞

ＤＤ第１種

デジタル伝送路設備（デジタル信号を⼊出⼒とする電気通信回線設備をいう。

以下同じ。）に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に

端末設備等を接続するための工事を除く。

・ケーブルの加工やコネクタ結線を要するONUへのLAN配線接続工事

・ケーブルの加工やコネクタ結線を要する主装置と電話機間のLAN配線工事

・自営電気通信設備（光構内ケーブル）と光回線の接続工事

＜ＰＢＸ及びビジネスホン、大規模ルータ＞

ＤＤ第２種

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための⼯事（接続点におけるデジタル信

号の⼊出⼒速度が毎秒百メガビット（主としてインターネットに接続するための回線にあつ

ては、毎秒一ギガビット）以下のものに限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端

末設備等を接続するための工事を除く。

・ケーブルの加工やコネクタ結線を要するONUへのLAN配線接続工事

・ケーブルの加工やコネクタ結線を要する主装置と電話機間のLAN配線工事

・自営電気通信設備（光構内ケーブル）と光回線の接続工事

＜中小規模ルータ＞

ＤＤ第３種

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための⼯事（接続点におけるデジタル信

号の⼊出⼒速度が毎秒⼀ギガビット以下であつて、主としてインターネットに接続するため

の回線に係るものに限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続す

るための工事を除く。

・ケーブルの加工やコネクタ結線を要するONUへのLAN配線接続工事

・ケーブルの加工やコネクタ結線を要するルータとPC間のLAN配線工事

＜ホーム系ルータ＞

ＡＩ・ＤＤ

総合種

アナログ伝送路設備⼜はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための⼯事 ・以上の全て

※【工事担任者規則第４条（資格者証の種類及び工事の範囲）】より

NTT EAST CONFIDENTIAL

「廃止オーダー工事」、「NTT局から保安器までの工事」、「技術基準に適合した端末をモジュラージャックに接続する工事」

◇ 以下の工事においては、資格を要する必要はありません。
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